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１．計画書策定の目的 

 

本計画書の策定の目的を以下にまとめます。 

 

□計画書策定の目的 

 

 

 

 

 

 

□計画書策定の必要性 

種市町をはじめとした岩手県沿岸は古くから津波の襲来を受け、そのつど大きな人的被

害や家屋・耕地等の被害を受けてきました。近年では、明治 29 年（西暦 1896 年）と昭和

８年（西暦 1933 年）に襲来した三陸沖地震津波、および昭和 35 年（西暦 1960 年）に襲来

したチリ地震津波が挙げられます。 

一方、宮城県沖地震は今後 2033 年までに M 7.5 程度の地震が 99％の確率で発生すると

予想されています（三陸沖南部海溝寄りの領域と連動して発生した場合 M 8.0 前後、発生

確率 70～80％）。 

地震津波はその特性上、発生時期、規模等については予測できない状況にあり、「い

つ」「どこで」「どの規模」といったことを前もって知ることが難しい災害です。 

 

種市町における現在の海岸保全施設の整備水準（計画津波高）は、ほとんどが「明治三

陸大津波」を参考として進められてきましたが、今後、明治三陸大津波を超える規模の津

波が発生することも否定できません。 

種市町は古くから津波の襲来を受けてきた経験を持ち、その対策が進められてきており

ますが、地震津波に対しては海岸保全施設が整備されていることを過信せず、津波の恐ろ

しさを知り、津波等の際の避難行動をあらかじめ考えておくことの重要性を再確認する必

要があります。 

過去の津波災害の経験が風化しないよう地域で伝え、その経験を活かした観点から、現

行の「ハード対策」「ソフト対策」の検証を行い、双方が短所を補えるような具体的な対策

を検討して取りまとめていくことが必要であるといえます。 

 

種市町において今後、高い確率で発生が予想されている宮城県沖地震による

津波をはじめとする津波災害から地域住民、海岸利用者の生命を守るため、地

域住民の参加による図上訓練を通して、津波対策をハード、ソフト両面から検

証し、具体的な対策を検討して取りまとめることを目的とする。 
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２．基本方針 

 

本計画書の策定にあたり、次の基本方針を設定しました。 

 

□計画書策定の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□計画書策定のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図：津波の発生メカニズム 

○ 海岸管理者（県）と市町村が共同して計画を策定する。 

○ 現状の津波防災を検証し問題点を把握する。 

○ 現行の海岸保全施設等の整備計画、地域防災計画、土地利用計画等を踏まえ、

ハード、ソフト対策の融合により、双方の対策が本来持っている効果が発揮

できるような防災対策を具体的に検討する。 

○ 当該地域の防災対策の基本方針と整備目標、整備スケジュール等を盛り込

む。 

○ 津波の恐ろしさを知る（発生原理・過去の被害） 

○ 施設築造のみの対策には限界がある。 

○ 迅速に避難することを考える。 

○ いざという時、どう行動するのか考え、予行演習する。 

○ 自主防災の意識をもつ（自助：共助：公助＝６：３：１）。 
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３．津波防災の現状 

 

種市町における津波防災の現状について記します。 

 

～過去の津波災害～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-1 三陸津波による過去の死者数（種市町）：人 

地 区 明治三陸津波死者数 昭和三陸津波死者数 

原子内 66 4 

八 木 126 79 

種 市 資料なし 資料なし 

川 尻 15 資料なし 

宿戸ほか 中野(2)、宿戸(38)、

鹿糠(4)、平内(3) 

有家(2)、宿戸(22)、 

鹿糠(0)、平内(0) 

合 計 254 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 3-1 昭和８年三陸津波（八木）】 

種市町歴史民族資料館所蔵 

【写真 3-2 昭和８年三陸津波（川尻）】 

種市町歴史民族資料館所蔵 

【写真 3-3 昭和 43 年十勝沖地震津波（角浜）】

種市町歴史民族資料館所蔵 
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【写真 3-6 平内海岸の防潮堤】 【写真 3-7 種市漁港海岸の防潮堤】 

 ３－１．津波防災の概要 

種市町は過去に幾度も津波被害を経験しており、そのたびに貴い命と貴重な財産が失わ

れました。その経験をもとに、県、町では、防潮堤、水門等のハード対策、総合防災訓練

の開催、津波防災マップ配布等のソフト対策など、津波防災対策を進めてきました。 

また、種市町独自の取り組みとして、昭和三陸津波の襲来日に合わせて毎年３月３日に

防災訓練と津波慰霊祭を実施し、地域の津波災害の風化防止と防災への意識づけを行って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３－２．防潮堤・水門 

 

～防潮堤～ 

種市町では、明治三陸津波を参考として定めた高さ T.P.＋12.0m の防潮堤の整備が進め

られており、国土交通省河川局所管の大谷地海岸、小子内海岸、原子内海岸、水産庁所管

の種市漁港海岸の防潮堤が完成しています。 

現在、国土交通省河川局所管の平内海岸の防潮堤を整備中であり、水産庁所管の川尻漁

港海岸と一連の施設として平成 20 年度の完成を目指して整備を進めております。 

注）T.P.とは東京湾中等潮位を高さの基準にした表示のしかたで、地形図の高さはこの方法での表示とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 3-4 津波慰霊祭（3月 3 日）】 【写真 3-5 津波防災訓練（3月 3 日）】 
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【写真 3-8 陸閘（種市海浜公園）】 【写真 3-9 陸閘（種市漁港）】 

【写真 3-10 陸閘（種市海浜公園）】 【写真 3-11 陸閘（小子内海岸）】 

～水門および陸閘～ 

岩手県が管理する水門および陸閘等については県が種市町に管理委託しており、津波等

の際は、消防団員が「海岸水門管理要綱（平成 12 年 3 月 30 日河第 603 号通知）」に基づき

施設閉鎖を行っています。 

津波等の際は、安全・迅速・確実な施設閉鎖が必要とされますが、当然、越波も考えら

れることから、施設閉鎖に向かった人の安全対策が必要とされています。施設閉鎖状況に

ついては、各分団から久慈消防署種市分署への消防無線で把握しています。 

また、水門の一元的な遠隔操作をする津波防災ステーションとしての整備が進められて

います。川尻川水門、小子内川水門および原子内水門は平成 16 年度までに遠隔操作化が図

られており、また、平成 20 年度には川尻漁港陸閘の遠隔操作化が完成予定です。 

津波防災ステーションが完成することで、久慈消防署種市分署から一元的に操作するこ

とにより水門や陸閘を迅速かつ安全に閉鎖することが可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注1）陸閘とは堤防などに車両、人の通行が可能なように設けた門扉です。 
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【写真 3-12 水門（川尻川水門）】 【写真 3-13 樋門（種市漁港）】 

注 2）水門は、堤防を分断し、その部分が一連の堤防の機能を確保できるようにするためゲートを設置した工作物です。

注 3）樋門は、堤防を横断して設けられる函渠構造物（水を流すために土の中に埋めた四角い箱形の水路施設）で堤防

の効果も備えた施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 津 波 防 災 ス テ ー シ ョ ン 概 要 図 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光ネットワーク 

監視操作卓

大型ディスプレイ

監視操作卓

監視カメラ 

川尻川水門 

情報板 
情報板

小子内水門

小子内陸閘
監視カメラ

原子内水門 

監視カメラ 

制御盤 制御盤 制御盤 

制御盤 制御盤

大型ディスプレイ 種市分署

建設中 

陸閘 

平内地区 小子内地区 原子内地区 

小子内児童館中継所 

無線装置 

久慈地方振興局
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【写真 3-14 避難場所誘導標識（八木）】 【写真 3-15 避難階段誘導標識(八木)】

 ３－３．避難路・標識 

種市、八木および原子内の３地区に避難場所表示板、避難場所誘導標識、避難階段を整

備していますが、老朽化が進んでいます。 

今後、夜間等でも安全、迅速な避難ができるようソーラー式避難誘導灯、標識の整備や

避難路の改善が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 3-16 避難場所表示板（種市）】 【写真 3-17 避難階段(原子内)】 

（昼間の状態）               （夜間の状態） 

【写真 3-18 避難場所誘導標識（田老町の例）】 
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 ３－４.防災行政無線 

昭和 60 年度に親局 1 局、屋外子局 30 局が完成。現在の整備状況は親局 1 局、屋外子局

92 局、戸別受信機 170 台となっています。 

屋外子局は、地形条件や気象条件等により聞き取りにくい状況になるなどの問題点が挙

げられており、種市町では屋外子局の向きの調節や増設、また、戸別受信機を貸与するこ

とで、漁業従事者や海岸利用者を含めた防災行政無線の難聴地域の解消を図ることを考え

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真 3-19 防災行政無線（親局：種市町役場）】

【写真 3-20 防災行政無線（屋外子局）】 【写真 3-21 防災行政無線（戸別受信機）】

発信
地域へ 住民へ
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【図 3-1 津波防災マップ（八木地区の拡大）】 

 ３－５．その他の 取り組み 

 

―津波防災マップ―（作成：岩手県、種市町） 

平成 9 年 12 月に、県、種市町が共同して作成。過去の津波浸水域、緊急 1 次避難場所、

避難施設を図示するとともに、津波から身を守るために、わが家の津波対策チェックポイ

ント等を掲載するなどして、津波防災に意識を高めていく工夫も行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、県総合防災室において、津波シミュレーションおよびその結果による浸水予測図

の作成が行われたことをふまえて、今後、このデータをもとに各市町村単位で「津波防災

マップ」が作成される予定です。 

 

―岩手県津波浸水予測図（種市町）―（作成：岩手県） 

平成 16 年度に、県総合防災室が作成。明治 29 年(1896)三陸地震津波の再来、昭和 8 年

(1933)三陸地震津波の再来、想定宮城県沖連動地震による津波ごとに、津波防災施設の効

果の有無による２パターンで作成しています。 

津波ごとに代表する地点の最大遡上高と津波到達時間が表示されています。 

（次頁参照） 

浸水域（最大） 

浸水域（明治 29 年三陸大津波） 

浸水域（昭和 8 年三陸大津波） 

浸水域（昭和 35 年チリ地震津波）

避難経路 

避難場所 



  

1
0

 

【図 3-2 岩手県津波浸水予測図（種市町）の抜粋）】 
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４．津波防災の課題 

本計画を策定するに当たり、消防団、自治会、海岸利用者、学識経験者、施設管理者等

による地域懇談会、住民とライフライン関係者も参加した作業部会を開催しました。 

その際に参加者から出された津波防災の課題を、(1)地域の特性からの課題等、(2)作業

部会で出された課題、(3)ライフライン関係者からの提言 として整理します。 

 

 ４－１．地域の特性からの課題等 

Ａ）原子内地区 

～地区内の住民数 745 人、世帯数 201 世帯、浸水予測範囲内の家屋数 45 戸～ 

 原子内川沿いを除いては、背後地はほぼ高台となっており、川沿い周辺の道路

は一部狭く、車のすれ違いも容易でない状況である。 

 原子内川には原子内水門があり、久慈消防署種市分署において遠隔監視制御シ

ステムにより開閉が可能である。 

 

Ｂ）八木地区（八木南港地区、八木北港地区） 

～地区内の住民数 867 人、世帯数 263 世帯、浸水予測範囲内の家屋数 60 戸～ 

 明治、昭和の三陸大津波において 205 人もの貴い人命が失われた地域。 

 八木港の背後地は、海岸とＪＲ八戸線が隣接しており、一部平坦ではあるが急

傾斜地が隣り合わせに続く地形となっている。高台には数カ所避難場所がある。 

 地形等、様々な理由により防潮堤は未整備となっている。 

 

Ｃ）種市地区（種市海浜公園地区、種市漁港地区） 

～地区内の住民数 1,212 人、世帯数 416 世帯、浸水予測範囲内の家屋数 90 戸～ 

 種市漁港の背後地で役場庁舎などの公共施設、商店街、住宅地が密集する地区。 

 背後地と高台とを結ぶ道路は整備されているが、高台の住宅部を通る道路は狭

い。 

 防潮堤（T.P.＋12.0m)の整備は完了済み。 

 

Ｄ）川尻地区 

～地区内の住民数 897 人、世帯数 306 世帯、浸水予測範囲内の家屋数 20 戸～ 

 川尻漁港の背後地で、海岸近くに下水処理場、地区センター等が立地する。 

 川尻川より北側のエリアで背後地と高台とを結ぶ道路は整備されているが、高

台の住宅部を通る道路はせまい。 

 防潮堤（T.P.＋12.0m：既設は T.P.＋7.50m）および川尻川水門の整備が現在行

われており、川尻川水門は原子内水門および小子内水門と同様に遠隔制御が可

能となっている。 

 

注）上記の住民数、世帯数、浸水予測範囲内の家屋数については平成 17 年 3 月現在 
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 ４－２．作業部会で出された課題 

 平成 17 年 1 月 30 日に行った作業部会の実施概要は以下のとおりです。 

○天候：曇り時々雪、やや風強し（北西）。 

○津波が襲来する際の避難について図上訓練後、現地確認を行い経路、避難や防災面

の問題点について抽出した。 

  ○防災無線の試験放送を 4 回に分けて行い、現地で聞こえるかどうか確認した。 

 

 また、現地確認では図上訓練では解らなかった以下のような状況が把握できました。 

○防災無線の放送内容が聞き取れない難聴地域が多くある。家の中でも聞き取りにく

い。難聴状況の解決が必要。 

  ○海岸利用者やサーファーにとっては視覚的な連絡（パトライト等）より音による連

絡のほうが解りやすい。また、海岸からの避難路が必要。 

  ○現状の避難階段（幅、勾配）、避難路（幅、不陸、ルート）は改善の余地がある。夜

間、雪への対応が必要。増設も必要。 

  ○現状では避難場所へ導く標識が無く避難場所が解らない。表示が必要。 

  ○避難には地域の連携が重要。 

 

次頁に作業部会の際の設定条件を示し、また、作業部会で出された津波防災の課題を表

4-1 に整理します。 
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作業部会の際の各グループの設定条件 

 
 

 

 

 

 

・Ａグループ（原子内地区）

○ ： 平成１７年９月２６日（月）午後１３時００分

○ ： 三陸沖南部、マグニチュード8.0

○ ： 最大１３ｍ

（明治２９年三陸地震津波と同規模）

○ ： 午後１３時４０分（地震発生後４０分）

○ ： 地震発生５分後に「大津波警報発令」

警報発令と同時に、防災無線により町民へ周知

○ ： ①天候は雨。

②海岸には、海岸利用者（サーファー）が訪れている。

③地震発生後、種市町全域において停電。

　　復旧の目途は不明。

④電話がつながらない。

⑤町民は自宅にいるものとする。

⑥国道４５号の通行量は、通常時と同程度。

・Ｂ－１グループ（八木南港地区）、Ｂ－２グループ（八木北港地区）

○ ： 平成１７年３月３日（水）午前２時００分

○ ： 三陸沖南部、マグニチュード8.0

○ ： 最大１１ｍ

（明治２９年三陸地震津波と同規模）

○ ： 午前２時４０分（地震発生後４０分）

○ ： 地震発生５分後に「大津波警報発令」

警報発令と同時に、防災無線により町民へ周知

○ ： ①天候は雪、路面は圧雪凍結状態。

②港には、船舶が多数係留されている。

③地震発生後、種市町全域において停電。

　　復旧の目途は不明。

④電話がつながらない。

⑤町民は自宅にいるものとする。

⑥国道４５号の通行量は、夜間につき少なめ。

震 源 地 、 地 震 規 模

想 定 津 波 高

津 波 到 達 時 間

気 象 予 警 報

そ の 他

地 震 発 生 日 時

地 震 発 生 日 時

震 源 地 、 地 震 規 模

想 定 津 波 高

津 波 到 達 時 間

気 象 予 警 報

そ の 他

・Ｃ－１グループ（種市海浜公園地区）、Ｃ－２グループ（種市漁港地区）

○ ： 平成１７年７月２６日（火）午後４時００分

○ ： 三陸沖南部、マグニチュード8.0

○ ： 最大１１ｍ

（明治２９年三陸地震津波と同規模）

○ ： 午後４時４０分（地震発生後４０分）

○ ： 地震発生５分後に「大津波警報発令」

警報発令と同時に、防災無線により町民へ周知

○ ： ①天候は快晴。

②夏休み中であり、多数の海岸利用者が訪れている。

　　その中には、車いすを使用している方も含まれる。

③地震発生後、種市町全域において停電。

　　復旧の目途は不明。

④電話がつながらない。

⑤町民は自宅にいるものとする。

⑥国道４５号の通行量は、通常時と同程度。

○

： 海水浴、サーファーが海に入っている。

キャンプ広場では、夕食を準備している。

ヨットハーバーに、多数の船舶が係留されている。

： 釣り人が多数いる。

港には、多数の船舶が係留されている。

・Ｄグループ（川尻地区）

○ ： 平成１７年５月２６日（木）午前７時００分

○ ： 三陸沖南部、マグニチュード8.0

○ ： 最大１１ｍ

（明治２９年三陸地震津波と同規模）

○ ： 午前７時４０分（地震発生後４０分）

○ ： 地震発生５分後に「大津波警報発令」

警報発令と同時に、防災無線により町民へ周知

○ ： ①天候は快晴。

②ウニ漁であり、多数の漁業者がいる。

③地震発生後、種市町全域において停電。

　　復旧の目途は不明。

④電話がつながらない。

⑤町民は自宅にいるものとする。

津 波 到 達 時 間

気 象 予 警 報

そ の 他

Ｃ－２

地 震 発 生 日 時

震 源 地 、 地 震 規 模

想 定 津 波 高

特 記 事 項

Ｃ－１

気 象 予 警 報

そ の 他

地 震 発 生 日 時

震 源 地 、 地 震 規 模

想 定 津 波 高

津 波 到 達 時 間
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表 4－1 作業部会（図上訓練）から出された課題（グループごと①） 

（凡例 △：岩手県対応、●：種市町対応、□：県、町の各々で対応、■県、町で対応を協議していく）

 

 A グループ（原子内地区） B-1 グループ（八木南港地区） B-2 グループ（八木北港地区） C-1 グループ（種市海浜公園地区） C-2 グループ（種市漁港地区） D グループ（川尻地区） 

①防災無線 ●防災無線が聞こえない地域が何箇所

かある。難聴地区の解消、海岸利用者

にも聞こえるようにすることが必要。 

●防災無線のスピーカーの増設、もしく

はスピーカーの向きを調節して難聴

状態を解消するべき。 

●防災無線は自宅の中では内容が聞き

取りにくい。 

 

●防災無線の声が聞こえにくい。一部聞

こえない地区は戸別受信機等で対応

を。 

 

●放送は今のものでは聞こえない。 

 

●種市漁港先端の防波堤は防災無線が

聞こえない。ウニ漁で船が出ている

人々にも知らせるために防災無線は

さらに海の方へ聞こえるような配置

も必要。 

 

●防災無線は放送が聞こえない。漁業

者、サーファー、釣り客にも警報が分

かるように。 

 

②誘導灯、標識 ●夜間への対応として避難路、避難場所

にはソーラー式の誘導灯、ソーラー式

の標識が必要。 

●避難場所の表示がない。例えば小子内

小学校に「ここが避難場所です」とい

う看板の設置、また、そこに至るまで

の道に「避難場所はこちらです」とい

う表示が必要。 

 

●案内板の見直しが必要（向きの改善、

色の工夫、回転灯とかを付けて分かる

ように）。 

□避難路の看板の表示の増設を（多方向

から確認できるように）。 

 

□避難路の誘導標識がない。サーファ

ー、釣り人、町外から来た人にも分か

るように。夜間に分かるソーラーシス

テムのような標識を。 

●八木の保育園に行く避難所の看板の

改善を。 

●避難路に高さ（過去の津波の高さ）の

表示を（災害津波の喚起として）。 

□避難路に案内板が非常に少ない。夜も

見えない。夜でも見える表示に。 

 

□釣り人、遊泳者を含めた普段からの活

動が重要。常に地震による津波の際に

は高台に逃げることを喚起する看板、

避難標識をいたる所に設置する。 

 

●ライト、回転灯など視覚でも危険が分

かるものが必要。 

●避難経路を示す標識が全く無い。町外

者も避難できるような標識が必要。 

●避難指示から津波の襲来までの時間

表示も必要ではないか。 

 

③避難路 ●海岸利用者等の最短となる避難路の

設定が必要。その際にはＪＲの横断を

考慮。 

●避難路、避難場所が国道 45 号を横断

する状況は危険。 

●小子内小学校の前の歩道橋は修繕な

り改修が必要。 

●避難路の増設、整備（不陸整正、拡幅

等）が必要。 

●急な階段の代わりに、既設道路を利用

した避難路の設定と整備を。 

 

●現在の避難ルートの整備を（狭い、砂

利を敷くとか均して利用）。 

●避難路（急勾配、狭い、デコボコ）の

問題解消の整備が必要。 

●主要な避難路が急勾配、凍結によって

滑りやすい。 

●落橋の懸念もふまえて避難所への迂

回道路の整備を。 

△門扉を閉めた場合の車椅子のために

スロープを置いてほしい。 

△避難路上のグレーチングの目が広い

ので改善して車椅子が通れるように。

△防潮堤背後からも逃げられるよう側

溝の改善を（渡れるように）。 

●防潮堤背後のどこからでも逃げられ

るように、背後地に通路の整備を。 

 

●津波警報の発令時の車避難は狭い道

路なので必ずパニックによる事故が

起こり事態が大きくなる。 

●地区ごとに避難ルートを設定する。緊

急車両がメインとなる道路との区分

が必要。 

 

●既設道路の避難路への利用を。 

●塩釜神社への避難路は勾配がきつい。

階段や手摺り等の整備が必要。 

●塩釜神社への避難のルートは良くな

い（海側に戻る部分がある）。ルート

の再設定と整備を（歩きやすいよう

に：現状は畦道）。 

④避難場所 ●地区での避難場所の確認が必要。 

●橋の崩壊を考慮して違う地区避難場

所へ行けるよう周辺の避難場所も確

認するべき。 

●海岸利用者の避難場所を確保するべ

き。 

●避難施設の増設が必要。 

●避難施設に憩いの家を考えてみても

いいのではないか。 

●高台に一時待機できる施設の増設を。 

 

●避難所が狭い。避難所対応人数の事前

の把握を。 

●現状の津波避難所の見直しを（もっと

高い所へ）。 

 ●町外者、遊泳者については、まず体育

館、もしくは種市小学校を目指して逃

げろという避難指示を出し、そこから

さらに国道 45 号上に避難しろという

2段階での避難方法の確立を。 

●地区住民へは常に国道 45 号から上の

施設に避難することを徹底。 

 

●避難場所には照明が必要（塩釜神社の

境内）。 

●避難場所への仮設施設、トイレの整備

を。 

●「かわしり児童館」以外の避難できる

大きな公共施設がない。そこには水道

施設、電話が必要。 

●塩釜神社の境内へ軽トラックが入る

ような整備が必要。 

 

⑤避難階段  △急傾斜地の整備と合わせた避難路の

階段の増築を。 

●避難階段への照明の設置が必要。 

△落雪防止柵の扉の改善が必要（開けや

すいように）。 

●金山神社の階段の利用を検討。その際

は手摺りの改修が必要（太すぎる、取

り外し可能なように）。 

 

 △防潮堤は避難階段が場所的に非常に

少ない。 

△防潮堤背後から背後地に降りる階段

等も非常に少ない。その改善を。 

 

 ●海岸から避難の最短となる位置での

階段の設置を。 

 

⑥防災教育   ●津波塔、被害塔は災害風化防止に必

要。 

■不特定多数にどうやって津波を知ら

せるかが一番の問題。 

■事前の広報活動が必要。避難心得の看

板の設置も必要。 

■来園者にチラシを配ることも必要。 

□過去の津波の表示を。常に目安にな

る。 

 

●今後、3月 3 日の三陸大津波の慰霊祭

等時に町民も一体となって、我々が再

考した案の確認と検証によってより

いい案に改善を。 

●避難するという意識を私たちも日頃

から漁協とあわせて持たなければな

らない。 

●川尻地区の当時の被害の状況が分か

る文献などの資料による防災学習も。
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表 4－1 作業部会（図上訓練）から出された課題（グループごと②） 

（凡例 △：岩手県対応、●：種市町対応、□：県、町の各々で対応、■県、町で対応を協議していく）

 

 

 

 A グループ（原子内地区） B-1 グループ（八木南港地区） B-2 グループ（八木北港地区） C-1 グループ（種市海浜公園地区） C-2 グループ（種市漁港地区） D グループ（川尻地区） 

⑦地域の連携  ●周辺世帯の連携の構築が必要。 

●避難路、避難階段の整備、維持管理は

地元協力で。 

●災害弱者、寝たきりのお年寄り、体の

不自由な人の避難方法の検討を。 

●地区内での災害弱者への支援方策や

活動については今後の課題。 

 

●災害弱者世帯の把握が必要。避難時の

援助体制・役割分担の設定を。 

●病院関係への地区、住民一体となっ

た、分担を決めた避難する方法の確立

を（行政が主導となって地区、住民と

一体になって考えていくべき）。 

 

 

⑧防潮堤等の津

波防護施設の

整備 

 △防潮堤の整備が必要。 

△防潮堤の整備、防潮堤と水門の一体的

な整備を。 

   △平内の防潮堤の陸閘の門扉の冬場の

凍結の改善を（水抜きなど）。 

 

⑨津波防災施設

の整備 

 ●消防防災のための施設の拠点を１つ

設けてもらいたい。 

●八木地区の高台（ゲートボール場付

近）に消防用備品の保管、地域や潮位

を監視ができる施設の増設を。 

 

    

⑩その他 ●海岸利用者にも津波の危険性が分か

るように原子内水門のスピ－ カーも

しくは回転灯を利用して海岸利用者

に知らせるべき。 

●原子内水門のサイレン、スピーカーと

防災無線とのリンクによって防災無

線の情報を伝達すべき。 

△陸側に上がる階段の幅が狭い、勾配が

きつい。 

△ 防潮堤の階段の耐震等のチェックが

必要。 

△ 防潮堤自体にも「避難場所はこちら

です」という一目で分かる表示が必

要。 

 

●潮位観測状況の改善を。 

●漁船については漁業者との今後の協

議事項。 

●法面、川の法面の斜面の危険箇所が発

見された。 

●地域内の橋は補強が必要。 

●橋の車両通行への対応を（架け替え検

討）。 

●門扉を閉めた場合の車椅子への対応

は担架で運んで次の場所に移すこと

が必要。担架の設置が必要。 

 

●高台部分の住民は通常の津波の警報

ではなかなか逃げないという実態が

ある。 
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 ４－３．ライフライン関係者からの提言 ～災害への備え～  

（２）検討委員会の開催経過 

Ａ）東北電力株式会社 

１．マグニチュード 8.0 の地震発生後最大 13ｍの津波が襲ってきた場合の電力設備被

害想定 

・ 家屋倒壊、倒木、地崩れ、地割れ、海水流入、河川の氾濫等による電柱倒壊と電

線の断線による大規模の停電発生が想定されます。 

・ 同様に変電所の停止と送電線鉄塔の倒壊等により長時間の停電が予想されます。 

 

２．大規模かつ長時間停電発生時の社会的影響 

・ 一般家庭はもとより公共施設（役場、警察、病院、避難施設、交通信号等）への

電気供給停止により、災害状況把握が遅れて復旧作業が長引き、被災者の手当て

にも支障が出て二次災害発生の可能性も増大すると考えられます。また、防災無

線等の通信設備も使用不能となり、水門の電源喪失による津波被害の拡大と重な

り人的被害も拡大する可能性があります。 

・ さらに、夜間帯に災害が発生した場合は照明設備が使用不能となり、避難の遅れ

と心理的なパニックに陥り被害が拡大する可能性もあります。また、上下水道の

各種電源も無くなり上下水道そのものが使用できなくなり、日常生活に支障が出

ることが懸念されます。 

 

３．大規模かつ長時間停電発生後の停電事故復旧方針 

・ 停電復旧日時は災害の規模にもよるが、最低でも１週間から 10 日前後はかかるこ

とから、重要施設、避難場所を東北電力所有の応急用電源車で仮に送電をしなが

ら優先順位を付け、事故復旧を進めていく必要があります。その際、道路陥没、

水没等で事故現場へ行けない場所は、復旧が遅れることになります。また、電気

設備が水没している箇所は停電復旧後も送電できない場合もありますし、送電時

には感電防止、火災発生防止の観点から、各々の立会いも必要となります。 

 

４．大規模かつ長時間停電発生時の個人的・組織的対応と注意事項 

・ 電力設備被害の把握に時間を要することから、地域住民の方々による情報提供を

お願いしたいと思います。 

・ 官庁関係の方々に道路、港湾等の被害状況の情報提供をお願いいたします。 

・ 役場、警察、病院、避難施設、交通信号等電源確保しなければならない公共施設

の情報提供をお願いいたします。 

・ 切れた電線やトランス等の電気設備には絶対手を触れないようにお願いいたしま

す。 
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５. 大規模かつ長時間停電発生に対する日常の準備 

・ 各家庭におかれましては、懐中電灯、ろうそく、ラジオ等停電時でも使用可能な

装備の準備をお願いいたします。 

・ 公共施設で応急用電源がある場合は、定期的な点検を行い非常時に備え、発電設

備については水没対策を講ずることが望ましいと考えております。 

・ 重要な公共施設で応急用電源がない箇所については、計画的な配備を検討するこ

とが望ましいと考えております。 

 

６．東北電力からのお願い。 

・ 配電線のルートが道路沿であれば、工事車輌が有効に活用できることから復旧作

業が早く済むため、各官庁におかれましては電柱建設の申請にご理解とご協力を

お願いいたします。また、電線に接近する樹木の必要最低限の伐採にもご協力を

お願いいたします。 

・ 大規模な被害が発生した場合、東北電力管内はもとより他の電力会社からも復旧

応援隊が被災地に入ってまいりますので、応援隊の駐車スペースの確保について

ご協力をお願いいたします。なお、借用できる駐車場候補地がありましたら、資

料をご提供いただければ幸いです。 

  

以 上  
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Ｂ）ＮＴＴ東日本 
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５．今後の対応方針 

前述「４．津波防災の課題」で整理した、(1)地域特性からの課題等、(2)作業部会

で出された課題、(3)ライフライン関係者からの提言 への対応内容について「海岸管

理者（県）」「種市町」「防災全般」の項目に分類・検討し、それぞれの対応内容をまと

めたものを対応方針表として記載します。 

なお、対応時期の指標については次の３段階に設定しています。 

 

 

 

 

また、この対応方針については、町の地域防災計画が改訂される際に追記していき

ます。 

 

 対象となる海岸等は以下のとおりです。 

 

【 海岸管理者の区分 】 

・ 岩手県が管理する河川局所管の海岸（海岸保全区域に指定されている海岸） 

大谷地地区海岸（昭和 49 年 12 月 10 日岩手県告示第 1693 号） 

平内地区海岸 （昭和 49 年 7 月 9 日岩手県告示第 894 号） 

種市地区海岸 （昭和 49 年 7 月 18 日岩手県告示第 81 号） 

玉川地区海岸 （昭和 49 年 7 月 9 日岩手県告示第 893 号） 

小子内地区海岸（昭和 33 年 5 月 6 日岩手県告示第 381 号） 

坂下地区海岸 （昭和 49 年 7 月 9 日岩手県告示第 895 号） 

原子内地区海岸（昭和 44 年 8 月 19 日岩手県告示第 1091 号） 

有家地区海岸 （昭和 49 年 7 月 9 日岩手県告示第 896 号） 

 

・ 岩手県が管理する水産庁所管の海岸（海岸保全区域に指定されている海岸） 

種市漁港海岸（昭和 42 年 11 月 10 日岩手県告示第 1302 号） 

 

・ 種市町が管理する水産庁所管の海岸（海岸保全区域に指定されている海岸） 

角浜漁港海岸（昭和 57 年 3 月 16 日岩手県告示第 255 号） 

川尻漁港海岸川尻地区海岸及び平内地区海岸（平成7年11月6日岩手県告示第980号） 

短期（本計画策定から３年程度で着手可能） 

中期（本計画策定から６年程度で着手可能） 

長期（本計画策定から着手まで６年以上かかると思われるもの 
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【 海岸以外の管理者の区分 】 

・ 岩手県が管理する港湾 

地方港湾八木港（昭和 28 年 3 月 20 日岩手県告示第 158 号） 

 

・ 岩手県が管理する漁港 

第 2 種種市漁港 （昭和 27 年 10 月 21 日農林省告示第 517 号） 

 

・ 岩手県が管理する林野庁所管の海岸防災林施設 

鹿糠地区 

 

・ 種市町が管理する漁港 

第 1 種角浜漁港    （昭和 26 年 11 月 14 日農林省告示第 401 号） 

 〃 川尻漁港川尻地区（昭和 26 年 11 月 14 日農林省告示第 401 号） 

 〃   〃  平内地区（昭和 41 年 7 月 13 日農林省告示第 750 号） 

 〃 鹿糠漁港鹿糠地区（昭和 26 年 11 月 14 日農林省告示第 401 号） 

 〃   〃  玉川地区（昭和 26 年 11 月 14 日農林省告示第 401 号） 

 〃 戸類家漁港   （昭和 27 年 10 月 21 日農林省告示第 517 号） 

 〃 宿戸漁港    （昭和 41 年 8 月 4 日農林省告示第 848 号） 

 〃 小子内漁港   （昭和 27 年 11 月 24 日農林省告示第 609 号） 

 〃 有家漁港    （昭和 27 年 10 月 21 日農林省告示第 517 号） 

 〃 高家漁港    （昭和 26 年 11 月 14 日農林省告示第 401 号） 

 



対応方針表　【海岸管理者①】　　　　

１．防潮堤 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

避難路

① 付属施設の改善
○

【H18～】
・
・

【補修事業（補助）、県単海岸維持修繕等を予定】
安全、迅速な避難のために手摺りなどの付属施設の改良を行う。
作業部会資料等を参考に、対応する箇所を選定する。

防潮堤整備区間

② 避難路の設置
○

【H18～】
・

【県単海岸維持修繕等を予定】
安全、迅速な避難のために防潮堤背後の側溝を渡れるように改善
し背後地への避難路を設置する。

種市海浜公園

③ 車椅子用スロープ設置 △
・

【県単海岸維持修繕等にて検討】
陸閘を閉めても小扉から避難できるように、車椅子用スロープの設
置を検討する。

種市海浜公園

④ 照明の不具合の改善
○

【H16～】
・

【県単海岸維持修繕等を予定】
現在臨港道路沿いに設置されている照明の不具合を改善する。

種市海浜公園

位置表示灯

① 階段部に設置
○

【H18～】
・

【補修事業（補助）、県単海岸維持修繕等を予定】
安全、迅速な避難を行うために階段の位置が明確になるよう照明
を設置する。

防潮堤整備区間

案内表示

① 避難誘導表示の設置
○

【H18～】
・

【補修事業（補助）、県単海岸維持修繕等を予定】
安全、迅速な避難を行うため防潮堤自体に避難誘導表示を設置
する。

防潮堤整備区間

２．避難階段 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

照明灯

① 階段部への設置
○

【H18～】
・

【補修事業（補助）、県単海岸維持修繕等を予定】
夜間の地震時、安全、迅速な避難を行うため、照明を設置する。

防潮堤整備区間

防潮堤乗越し階段

① 階段の増設 △
・

【補修事業（補助）、県単海岸維持修繕等にて検討】
安全、迅速な避難を行うために階段の増設を検討する。

防潮堤整備区間

３．水門 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

連絡施設

① 情報連絡方策の改善 ○

・ 現在、難聴地域となっている海岸に必要な情報を伝達するため、
水門のサイレン、スピーカー、回転灯と防災無線を併用し情報伝達
状況を改善する。これによって、海岸利用者、漁業者への情報伝
達状況が向上する。

原子内水門、
小子内水門、
川尻川水門

付帯施設

① 階段の改善 △
・

【補修事業（補助）、県単海岸維持修繕等にて検討】
水門に設置されている階段部の幅、勾配を確認し、安全、迅速に
避難できるように改善方策を検討していく。

原子内水門、
小子内水門、
川尻川水門

② 階段部の耐震確認 △ 　
・

【県単海岸維持修繕等にて検討】
水門に設置されている階段部の安全性の確認を行う。安全性が不
足する場合については改修方策を検討していく。

原子内水門、
小子内水門、
川尻川水門

凡　例
○：実施予定
△：実施に向けて検討必要
□：実施に向けて条件整理が必要
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対応方針表　【海岸管理者②】　　　　

４．施設管理 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

一般

①
老朽化調査と対策工法
検討

○
・

【補修事業（補助）、県単海岸維持修繕等を予定】
防潮堤施設については築後30年以上経過しており老朽化が見ら
れることから、対策工法を検討し、補修を行う。

海岸保全施設
整備箇所

② 施設カルテの作成 ○

・ 施設の築造年、位置、標準断面図などを電子化して管理していく。
このことにより、今後の補修計画に役立てることができる。 海岸保全施設

整備箇所

防潮堤

① 防潮堤を整備 　 △
・

【八木港高潮対策にて検討】
防潮堤の整備は、鉄道（ＪＲ八戸線）との関わりにより困難であるこ
とから、津波対策について、その方策を検討していく。

八木港

陸閘

① 凍結防止策の検討 △
・

【補修事業（補助）、県単海岸維持修繕等にて検討】
冬期の確実な閉鎖のために凍結防止策を検討する。

陸閘整備箇所

凡　例
○：実施予定
△：実施に向けて検討必要
□：実施に向けて条件整理が必要
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対応方針表　【種市町①】　　　

１．防災無線 対象地域 中期 長期 備　　　考 対象地域

① 難聴状況の解消
○

【H18～】

・

・
・

防災無線のスピーカーの増設、スピーカーの設置向きを調節する
などして改善していく。
常時と緊急時の放送パターンを変えるなどの改善を行っていく。
戸別受信機などの設置も検討していく。

沿岸地域全域

２．誘導標識 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

① 誘導標識の設置
○

【H18～】

・
・
・

【まちづくり交付金事業等を予定】
夜間でも確認可能な分かりやすく見やすい標識を設置していく。
町外者でも分かりやすい位置へ案内板を設置していく。
避難の目安となる過去の津波高さ表示板を設置していく。

沿岸地域全域

３．避難路 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

① 避難路の改善 △
・

【地域防災計画で対応】
避難路の幅、勾配、不陸、凍結、側溝、手摺り、車椅子への配慮に
ついての確認を行っていき、増設も含めて改善方策を検討する。 沿岸地域全域

② 避難路の再設定 ○

・

・
・

【地域防災計画で対応】
海岸利用者のための避難路や、塩釜神社への避難路について再
検討し設定していく。
各避難路について迂回路を検討して定めておく。
作業部会の資料を参考に検討を進めていく。

沿岸地域全域

③ 歩道橋の修繕・改修
○

【H16～】

・ 歩道橋の耐震性の確保、修繕を進めていく。
（三陸国道工事事務所で小子内歩道橋の補修工事を実施）

小子内歩道橋

４．避難階段 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

① 避難階段の増設 △

・ 設置が必要な箇所を確認し、対応可能な箇所から着手していく。

沿岸地域全域

② 照明の設置 △

・ 設置が必要な箇所を確認し、対応可能な箇所から着手していく。

避難階段整備箇所

③
付属施設の改善
（出入り扉、手摺り）

△

・ 改善が必要な箇所を確認し、対応可能な箇所から着手していく。

避難階段整備箇所

５．津波防災施設 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

① 津波防災屯所の整備 ○

・ 津波防災用備品の保管、津波監視が可能となる屯所整備につい
て検討していく。

八木港

凡　例
○：実施予定
△：実施に向けて検討必要
□：実施に向けて条件整理が必要
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対応方針表　【種市町②】

６．避難場所 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

① 避難場所の確認 ○

・
【地域防災計画で対応】
各地区ごとに周辺地区を含めた避難場所の確認を行う。避難場所
の立地条件、受け入れ人数について検証し適正な状況になるよう
改善していく。

沿岸地域全域

② 避難場所の増設 △
・

【地域防災計画で対応】
①の避難場所の確認を踏まえて、避難場所の増設を検討する。

沿岸地域全域

③
既存施設を利用した
一時避難場所の確保

△
・

【地域防災計画で対応】
一時避難場所として「憩いの家」等の他の周辺施設による代替え
や兼用について検討する。

沿岸地域全域

④
海岸利用者の避難場所
の確保

△
・

【地域防災計画で対応】
海岸利用者のための避難場所を検討し確保・整備していく。

沿岸地域全域

⑤
避難場所の設備の
充実

△
・

【地域防災計画で対応】
照明、トイレ、水道施設、電話、軽トラックの乗り入れ等、避難所に
最低限必要となる設備を検討し、その整備方策を検討する。

指定された
避難場所

⑥
避難場所表示板の
設置・改修

○
【H18～】

・
【まちづくり交付金事業等を予定】
設置が必要な箇所を確認し、夜間や町外者にも分かりやすい表示
板の設置・改修を行う。

沿岸地域全域

７．地域の連携 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

①
地域内の連携
（隣接世帯についても）

○

・

・

単独で避難行動を取れない住民の把握、有事の際の支援・援助体
制について検討する。
隣接している世帯間の連携体制を確立し強化を進めていく。

沿岸地域全域

②
災害弱者の支援・救助体
制、方策の確立

○

・ 単独で避難行動を取れない住民の把握、有事の際の支援・援助体
制や方策について検討し、役割分担も含めて確立していく。

沿岸地域全域

③
自主防災組織活動の
充実

○

・ ①、②の体制を確立するため、防災訓練を通すなどして住民レベ
ルの自主防災力の強化を図っていく。

沿岸地域全域

８．車両規制 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

①
車両利用の制約の
設定

△ 　
・

【地域防災計画で対応】
「原則徒歩による避難」とし、避難時の車両利用に関する件につい
ては、運用規則を定めたうえで検討を行っていく。

沿岸地域全域

９．海浜公園 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

①
利用者の避難誘導方策
の検討

○

・ 総合的な観点から海浜公園利用者の避難誘導方策を検討し、実
施できる部分から進めていく。

種市海浜公園

②
避難誘導時の課題点、
問題点の把握

○

・ 海浜公園利用者の避難誘導の訓練を行い、問題点、課題点を把
握するとともに対応方策を検討していく。

種市海浜公園

凡　例
○：実施予定
△：実施に向けて検討必要
□：実施に向けて条件整理が必要
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対応方針表　【種市町③】

１０．海岸利用者 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

①
サーファー、遊泳者、
釣り客等の対策

○ ・
【地域防災計画で対応】
サーファー、遊泳者、釣り客等が迅速に避難行動を開始するような
方策を検討していく。

沿岸全域

② 避難訓練の実施 ○

・ 海岸利用時に避難訓練を実施して津波に対する防災意識を高め
ていく。 沿岸地域全域

１１．漁業者 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

①
陸で作業している
漁業者への対策

○ ・
【地域防災計画で対応】
陸で作業している漁業者の避難対策について、漁業者とともに方
策を検討する。

沿岸全域

②
磯場で作業している
漁業者への対策

○ ・
【地域防災計画で対応】
磯場で作業している漁業者の避難対策について、漁業者とともに
方策を検討する。

沿岸の磯場

③
漁船上の漁業者への
対策

○ ・
【地域防災計画で対応】
漁船上の漁業者（停泊中、操業中）への避難対策について、漁業
者とともに方策を検討する。

沿岸の操業海域

１２．ライフライン 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

① 点検の実施 ○ ・
【地域防災計画で対応】
水道、電気、電話などのライフラインについて津波災害時の被害
状態を想定し、また、対応方策を検討しておく。

沿岸地域全域

② 道路浸水の確認 ○ ・
【地域防災計画で対応】
道路の浸水被害状況を想定し、迂回路等の対応方策を検討してお
く。

沿岸地域全域

③
緊急車両優先道路の
確保

△
・

【地域防災計画で対応】
避難路と区分し災害時の輻輳の回避を図っていく。

沿岸地域全域

④ 井戸、湧水の活用の考慮 △ ・
【地域防災計画で対応】
地域内の井戸の利用状況や湧水の箇所を把握し、災害時への活
用方策を検討しておく。

沿岸地域全域

⑤ 水管橋の安全確認 ○

・

・

八戸圏域水道企業団から送水しているルートにある水管橋の安全
性を確認する。
被災時における代替ルートを検証、確保する。

原子内川、大浜川、
　和座川、道仏川

⑥ 給水車の導入 ○

・ 被災時における水確保のため、給水車の導入を検討する。

町役場など

１３．その他 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

津波観測

① 観測実態の改善 ○ ・
【まちづくり交付金事業等を予定】
水門観測データの活用や潮位計を設置するなどして観測体制を改
善していく。

観測実施箇所

備品

① 担架の設置
○

【H16～】
　

・ 海浜公園のシーサイドハウスに担架を設置する。

種市海浜公園

地域防災計画

① 地域防災計画への反映 ○ 　

・ 地域の安全・安心促進基本計画の内容や、今後の検証活動を反
映した地域防災計画を策定し、内容について随時更新していく。 町役場

② 体制、システムの検証 ○

・

・

・

県との連絡体制やそのシステムについて検証を行い、初動体制を
点検・改善する。
消防署、警察との連絡体制やそのシステムについて検証を行い、
初動体制を点検・改善する。
自衛隊の災害支援活動が迅速に行えるよう問題点を出し改善して
いく。

町役場

凡　例
○：実施予定
△：実施に向けて検討必要
□：実施に向けて条件整理が必要
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対応方針表　【防災全般①】　　　

１．土地利用規制 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

①
土地利用に関する規制
の設定（区域）

△

・

・

浸水区域内の家屋に対しては、当面は「当該箇所は津波発生の
際、危険な場所である」ことを認識してもらい、津波等の際は迅速
に避難行動を取るように勧めていく。
手法について検討していく。

沿岸の低地部

②
津波ハザードマップの
活用

○

・ ①に関連して、家屋新築等による建築許可申請時に、津波シミュ
レーションの結果や津波ハザードマップを用いて、当該地域の危険
性（リスク）を認識してもらう。

沿岸地域全域

２．防災教育 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

① 出前講演、現地見学 ○

・ 小学校などを対象として、津波について出前講演を行う。また、津
波対策事業の現地見学会を開催し、海岸保全施設の機能、海岸
保全施設は津波が越波することを考慮してつくられていることな
ど、津波災害の風化防止および津波防災に役立つ話題を提供す
る。

沿岸地域全域

② 図上訓練の定期的検証 ○

・ 3月3日の慰霊祭の日に作業部会で行った「図上訓練」の成果につ
いて、住民参加による確認と検証を定期的に行うことにより、津波
に対する防災意識向上を図っていくとともに、成果の精度向上を
行っていく。

沿岸地域全域

③ 津波痕跡高さの表示 ○

・ 過去の津波高さ表示を行っていく。このことにより 『 津波被害を忘
れない 』 といった防災教育の一翼を担わせていくものとする。ま
た、避難の目安として役立てていくものとする。 沿岸地域全域

④ 広報活動の実施 ○

・ 津波避難にチラシを作成し配布する。また、避難心得を記載した看
板や標識を設置していく。

沿岸地域全域

⑤ 津波供養塔の活用 ○

・ 津波供養塔を利用した防災教育を行っていく。このことにより 『 津
波被害を忘れない 』 といった風化防止の一翼を担わせていくもの
とする。

沿岸地域全域

⑥ 津波災害資料の活用 ○

・ 津波災害資料や文献を利用した防災教育を行っていく。このことに
より 『 津波被害を忘れない 』 といった風化防止の一翼を担わせて
いくものとする。

沿岸地域全域

３．国道45号 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

① 避難時 ○

・
・

交通規制について検討する。
車両通行からの安全確保・危険回避方策を検討する。

国道45号沿線

②
津波により道路が冠水し
た場合の迂回路の確保

○

・ 三陸国道工事事務所と連携し、津波により道路が冠水する箇所に
ついて迂回路を設定する。

国道45号の低地部

４．活断層 短期 中期 長期 備　　　考 対象地域

① 岩手県の活断層の把握 ○

・ 活断層の可能性のある八木西方断層や岩手県内の活断層の分
布状況について検討する。

八木西方断層など

凡　例
○：実施予定
△：実施に向けて検討必要
□：実施に向けて条件整理が必要
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29

避難看板のイメージ（参考図：作成例） 



 

 

30

津波に対する安全・安心なまちづくりのイメージ（対応方針の集約図案：種市町） 

注）イメージ図に描かれている避難誘導標識などについては、現在国を中心に検討されている全国標準の津波図記号で整備していく必要があります(P.55 参照)。 
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資料－１．地域懇談会等の開催経過 

 

Ａ）第１回地域懇談会 

開催日時：平成 17 年１月８日（土） 14 時 00 分～16 時 00 分 

開催場所：種市町役場４Ｆ大会議室 

議  題：（１）安全・安心促進基本計画（津波）策定について 

（２）作業スケジュールについて 

（３）意見交換 

（４）津波シミュレーション結果の紹介 

（５）地域の概要説明 

（６）意見交換 
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Ｂ）作業部会 

開催日時：平成 17 年 1 月 30 日（日） 10 時～17 時 

開催場所：種市町役場町民ホール 

内  容：地震津波を想定した住民参加による図上訓練および現地確認。 

取りまとめ成果は後ページを参照。 

 

①図上訓練の実施状況（午前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６地区（Ａグル－プ：原子内地区、B-1 グル－プ：八木南港地区、B-2 グルー

プ：八木北港地区、C-1 グループ：種市海浜公園地区、C-2 グループ：種市漁港

地区、D グループ：川尻地区）に分かれ、津波が襲来する際の避難について、経

路、避難や防災面の問題点について抽出し、各地区の図面上に書き込みながら作

業を進めていきました。 
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② 現地確認（午後） 

１） Ａグループ（原子内地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） Ｂ-1 グループ（八木南港地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） Ｂ-2 グループ（八木北港地区） 
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４） Ｃ-1 グループ（種市海浜公園地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５） Ｃ-2 グループ（種市漁港地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６） Ｄグループ（川尻地区） 
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Ｃ）第２回地域懇談会 

開催日時：平成 17 年 3 月 26 日（土） 9 時 30 分～12 時 

開催場所：種市町民文化会館 コミュニティーホール 

議  題： 

（１）種市町の「地域の安全・安心促進基本計画（津波）」（案）について 

（２）その他 
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 資料－２．作業部会における検討成果 

１） Ａグループ（原子内地区） 
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作業部会の際の設定条件 

・Ａグループ（原子内地区）

○ ： 平成１７年９月２６日（月）午後１３時００分

○ ： 三陸沖南部、マグニチュード8.0

○ ： 最大１３ｍ

（明治２９年三陸地震津波と同規模）

○ ： 午後１３時４０分（地震発生後４０分）

○ ： 地震発生５分後に「大津波警報発令」

警報発令と同時に、防災無線により町民へ周知

○ ： ①天候は雨。

②海岸には、海岸利用者（サーファー）が訪れている。

③地震発生後、種市町全域において停電。

　　復旧の目途は不明。

④電話がつながらない。

⑤町民は自宅にいるものとする。

⑥国道４５号の通行量は、通常時と同程度。

地 震 発 生 日 時

震 源 地 、 地 震 規 模

想 定 津 波 高

津 波 到 達 時 間

気 象 予 警 報

そ の 他
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小子内水門：遠隔化 

（H16 年度完成） 

原子内水門：遠隔化

（H11 年度完成） 

防災無線の 

想定可聴範囲

作業部会での検討集約図 

小子内陸閘：遠隔化 

（H16 年度完成） 
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２） Ｂ-1 グループ（八木南港地区） 
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作業部会の際の設定条件 

・Ｂ－１グループ（八木南港地区）

○ ： 平成１７年３月３日（水）午前２時００分

○ ： 三陸沖南部、マグニチュード8.0

○ ： 最大１１ｍ

（明治２９年三陸地震津波と同規模）

○ ： 午前２時４０分（地震発生後４０分）

○ ： 地震発生５分後に「大津波警報発令」

警報発令と同時に、防災無線により町民へ周知

○ ： ①天候は雪、路面は圧雪凍結状態。

②港には、船舶が多数係留されている。

③地震発生後、種市町全域において停電。

　　復旧の目途は不明。

④電話がつながらない。

⑤町民は自宅にいるものとする。

⑥国道４５号の通行量は、夜間につき少なめ。

震 源 地 、 地 震 規 模

想 定 津 波 高

津 波 到 達 時 間

気 象 予 警 報

そ の 他

地 震 発 生 日 時
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作業部会での検討集約図 
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３） Ｂ-2 グループ（八木北港地区） 
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作業部会の際の設定条件 

・Ｂ－２グループ（八木北港地区）

○ ： 平成１７年３月３日（水）午前２時００分

○ ： 三陸沖南部、マグニチュード8.0

○ ： 最大１１ｍ

（明治２９年三陸地震津波と同規模）

○ ： 午前２時４０分（地震発生後４０分）

○ ： 地震発生５分後に「大津波警報発令」

警報発令と同時に、防災無線により町民へ周知

○ ： ①天候は雪、路面は圧雪凍結状態。

②港には、船舶が多数係留されている。

③地震発生後、種市町全域において停電。

　　復旧の目途は不明。

④電話がつながらない。

⑤町民は自宅にいるものとする。

⑥国道４５号の通行量は、夜間につき少なめ。

地 震 発 生 日 時

震 源 地 、 地 震 規 模

想 定 津 波 高

津 波 到 達 時 間

気 象 予 警 報

そ の 他

 



 

 

45

 

作業部会での検討集約図 
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４） Ｃ-1 グループ（種市海浜公園地区） 
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作業部会の際の設定条件 

・Ｃ－１グループ（種市海浜公園地区）

○ ： 平成１７年７月２６日（火）午後４時００分

○ ： 三陸沖南部、マグニチュード8.0

○ ： 最大１１ｍ

（明治２９年三陸地震津波と同規模）

○ ： 午後４時４０分（地震発生後４０分）

○ ： 地震発生５分後に「大津波警報発令」

警報発令と同時に、防災無線により町民へ周知

○ ： ①天候は快晴。

②夏休み中であり、多数の海岸利用者が訪れている。

　　その中には、車いすを使用している方も含まれる。

③地震発生後、種市町全域において停電。

　　復旧の目途は不明。

④電話がつながらない。

⑤町民は自宅にいるものとする。

⑥国道４５号の通行量は、通常時と同程度。

○

： 海水浴、サーファーが海に入っている。

キャンプ広場では、夕食を準備している。

ヨットハーバーに、多数の船舶が係留されている。

特 記 事 項

Ｃ－１

気 象 予 警 報

そ の 他

地 震 発 生 日 時

震 源 地 、 地 震 規 模

想 定 津 波 高

津 波 到 達 時 間
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作業部会での検討集約図 
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５） Ｃ-2 グループ（種市漁港地区） 
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作業部会の際の設定条件 

・Ｃ－２グループ（種市漁港地区）

○ ： 平成１７年７月２６日（火）午後４時００分

○ ： 三陸沖南部、マグニチュード8.0

○ ： 最大１１ｍ

（明治２９年三陸地震津波と同規模）

○ ： 午後４時４０分（地震発生後４０分）

○ ： 地震発生５分後に「大津波警報発令」

警報発令と同時に、防災無線により町民へ周知

○ ： ①天候は快晴。

②夏休み中であり、多数の海岸利用者が訪れている。

　　その中には、車いすを使用している方も含まれる。

③地震発生後、種市町全域において停電。

　　復旧の目途は不明。

④電話がつながらない。

⑤町民は自宅にいるものとする。

⑥国道４５号の通行量は、通常時と同程度。

○

： 釣り人が多数いる。

港には、多数の船舶が係留されている。

Ｃ－２

特 記 事 項

気 象 予 警 報

そ の 他

地 震 発 生 日 時

震 源 地 、 地 震 規 模

想 定 津 波 高

津 波 到 達 時 間
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作業部会での検討集約図 
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６） Ｄグループ（川尻地区） 
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作業部会の際の設定条件 

・Ｄグループ（川尻地区）

○ ： 平成１７年５月２６日（木）午前７時００分

○ ： 三陸沖南部、マグニチュード8.0

○ ： 最大１１ｍ

（明治２９年三陸地震津波と同規模）

○ ： 午前７時４０分（地震発生後４０分）

○ ： 地震発生５分後に「大津波警報発令」

警報発令と同時に、防災無線により町民へ周知

○ ： ①天候は快晴。

②ウニ漁であり、多数の漁業者がいる。

③地震発生後、種市町全域において停電。

　　復旧の目途は不明。

④電話がつながらない。

⑤町民は自宅にいるものとする。

津 波 到 達 時 間

気 象 予 警 報

そ の 他

地 震 発 生 日 時

震 源 地 、 地 震 規 模

想 定 津 波 高
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川尻川水門：遠隔化

（H16 年度完成） 

作業部会での検討集約図 

川尻漁港陸閘：遠隔化

（H20 年度完成予定）

防災無線が

聞こえない

③地区
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 資料－３．新たな津波図記号について  

 現在、全国標準の津波図記号として以下の３つが決定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「防災のための図記号に関する調査検討委員会報告書 平成 17 年 3 月 総務省消防庁」 
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 資料－４．活断層の把握（八木西方断層） 

津波との関係は低いと思われますが、種市町には、活断層の疑いのある八木西方断

層が存在しています。この断層は以下のことから「活断層の疑いのある直線状もしくは

直線に近い断層パターン」であるといえます。活動度はＣ（平均変位速度は不明。変位地

形の新鮮さなどから総合判断）となっています。 

 

○ P.57：陸上活断層図：八木西方断層の位置がわかります（図中４） 

○ P.58：資料：八木西方断層の特性がわかります（表中④） 
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八木西方断層の資料（陸上活断層図） 

[新編]日本の活断層 分布図と資料 活断層研究会編 東京大学出版会 より 

転載許可 2005 年 5 月 18 日 
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八木西方断層の資料（資料） 

[新編]日本の活断層 分布図と資料 活断層研究会編 東京大学出版会 より 

転載許可 2005 年 5 月 18 日 
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